
【主な事業の紹介】 

〇情報交換会 

○県民運動推進事業費補助金交付 

○わたしの主張静岡県大会開催 

○子供・若者育成支援推進強調月間 

   静岡県大会（講演会等）の開催等 

○青少年団体等の顕彰 

○広報紙の発行 

 

詳細については、 

ＨＰを御覧ください。 

◎青少年健全育成事業への寄与を証明するものとして「会員証」を送付します。 

◎会員同士の連携（ネットワークづくり）を積極的に進めます。 

●情報交換会を開催し、会員同士がつながる機会を提供します。 

●会員が主催する事業等を、他の会員に情報提供します。 

◎当会議の後援名義使用が可能です（審査あり）。 

◎当会議のロゴを使用することができます。 

◎主催する青少年健全育成事業に補助金を交付します。 

●正会員のみ（審査あり） 

◎こども家庭庁や県育成会議が主催する講演会や研修会の案内をします。  

◎県育成会議広報紙「ふじのくにユースネット」等を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会での議決権をもち、事業の運営や実行に直接御協力いただく 

個人・団体など 

年会費 〔団体〕 3,000円 〔個人〕 1,000円 

当会議の趣旨に賛同し、会員会費により事業を支援していただく

個人・団体など 

年会費 〔一口〕 5,000円（一口以上） 

【会長】静岡県知事 【事務局】静岡県教育委員会社会教育課内 

当会議の趣旨に賛同し、入会を希望される方は、事務局まで御連絡ください。 
◇連絡先 ： 静岡県青少年育成会議事務局 [静岡県教育委員会社会教育課]  
◇住 所 ： 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9 番 6号 
◇電 話 ： 054-221-3305  ◇ＦＡＸ ： 054-221-3362 
◇E-mail  ： kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp 

検索  静岡県青少年育成会議 

目まぐるしく変化する社会の中で、様々な問題や悩みを抱
える現代の子供・若者を支えるために、改めて重要視されて

いるのが『地域の力』です。 
当会議は、市町の健全育成会・ＮＰＯ団体・青少年団体・教育

関係団体・企業・個人会員等の会員によって構成され、県内各
地で地域に根ざした活動に取り組んでいます。 
是非仲間になって、一緒に子供・若者を支援する活動を盛

り上げていきませんか？ 


